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No. 資料名 頁 項目名 質問内容 回答（２６０５１２）

1
公募要領

4
3(1) 譲渡対象県有
財産

譲渡対象県所有財産について別表第一記載の各資産は守秘義務対象資料の
「2.1.3.01_固定資産台帳_企業庁分_R6.3時点.xlsx」がすべてでしょうか。（そ
れ以外にないという認識で問題ないでしょうか。）

当該固定資産台帳は主にホテル関連施設に関する固定
資産台帳であり、譲渡対象県有財産を全て網羅してい
る資料ではありません。

2
公募要領

4
3(1) 譲渡対象県有
財産

譲渡対象県所有財産について、ホテルや会議場のＦＦ＆Ｅは譲渡対象でしょう
か。

質問№１の回答をご参照ください。

3
公募要領

4
3(1) 譲渡対象県有
財産

譲渡対象県所有財産について、もしホテルや会議場のＦＦ＆Ｅが対象でない場
合、搬出の手続きはどのように進めるのでしょうか。

質問№１の回答をご参照ください。

4
公募要領

4
3(1) 譲渡対象当社
資産

別表第二記載の各資産は守秘義務対象資料の「1.3.5.01_㈱夢舞台　資産台帳
_2024年度.xlsx」がすべてでしょうか。（それ以外にはないという認識で問題な
いでしょうか。）

当該資料は2024年度時点の資産を整理したもので
す。当該資料の作成時点から譲渡実行日までに新たに
取得または除却したものを加除したものが契約事業者

5
公募要領

4
3(1) 譲渡対象当社
資産

国際会議場の簿価を開示いただけますでしょうか。 質問№１の回答をご参照ください。

6

公募要領

5

3（4）譲渡対象当社雇
用

事業譲渡に伴い、ホテル等の事業に従事されている社員のうち、
継続雇用を希望される方を中心に承継することになると理解していますが一方
で、株式会社夢舞台として引き続き担われる業務に従事される社員は、どのよう
な役割・機能を担っていかれる想定でしょうか。

㈱夢舞台社員の継続雇用については、公募要領16(3)
「事業運営に関する事項」エに記載のとおりです。

7
公募要領

5
３（4）譲渡対象当社雇
用

譲渡対象当社雇用については、事業契約に伴い、退職の上新たに雇用するので
はなく、既存の雇用契約を承継するということでしょうか。

優先交渉権者の提案内容に基づき、当該優先交渉権者
と協議する想定です。

8
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「D.当社雇用」があるが、現在のサービス職、調理職、管理系職
種などの職種ごとの人員数、人件費総額、また保有資格などは開示可能でしょう
か。

㈱夢舞台の組織・人員配置図については、守秘義務対
象資料1.3.1.05を、ホテル部門の人件費については、
守秘義務対象資料2.1.1.1.08、2.1.1.3.01、

9

公募要領

5

３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「D.当社雇用」とありますが、雇用契約の価値を算定するという
より、承継される雇用契約の負債を考慮して価格を減額する要素になるというこ
とでしょうか。

提案価格の考え方や算出方法等については、各応募者
で適切に判断してください。

10

公募要領

5

３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「D.当社雇用」とありますが、雇用契約の承継に伴い、未払賃
金・社会保険料や退職金に関する債務は承継されることになるのでしょうか。

質問№７の回答をご参照ください。

11
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「C.当社保有の譲渡対象当社契約」があるが、対象の契約は守
秘義務対象資料の01_共通_03夢舞台社関連の「03_県との契約」、「04_事業者
との契約」でしょうか。

ご認識のとおりです。

12
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「C.当社保有の譲渡対象当社契約」があるが、対象の契約は守
秘義務対象資料の01_共通_03夢舞台社関連の「03_県との契約」、「04_事業者
との契約」だった場合、これ以上の詳細の情報開示はありますか。

守秘義務対象資料以外の契約に関する情報について
は、優先交渉権者決定後に当該優先交渉権者に開示
予定です。

13

公募要領

5

３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

提案価格対象に「C.当社保有の譲渡対象当社契約」とありますが、これは、各契
約に基づき行われる事業の価値のことでしょうか。

ご認識のとおりです。

14
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

譲渡総価額に「E.当社保有の譲渡対象当社資産(流動資産)」、「F.当社保有の
譲渡対象当社債務」がありますが、守秘義務対象資料のどれが該当しますで
しょうか。

現時点の公表済みの守秘義務対象資料において、直接
対応する資料は存在しておりません。

15
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

譲渡総価額に「E.当社保有の譲渡対象当社資産(流動資産)」、「F.当社保有の
譲渡対象当社債務」が含まれていますが、公募要領では、最終的な価額は譲渡
日前日に確定すると記載されています。参考値として直近月末時点の金額を開

２０２６年３月末時点の譲渡対象当社資産（流動資産）
及び譲渡対象当社債務について、資料の手配ができ次
第、守秘義務対象資料として追加開示します。

淡路夢舞台におけるホテル等の運営事業者公募に係る質問回答（公募要領等に関するもの）

※1　参加資格に関する質問については、受付期限を過ぎているため、除外しています。
※2　守秘義務対象資料に関連する質問（黒塗り部分）については、守秘義務誓約書を提出し、かつ、参加資格審査を通過した者に対して、別途、開示します。



16

公募要領

5

３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

「提案価格の内訳として、県有財産譲渡契約に対応する県有財産譲渡価額分
(Ａ)及び事業譲渡契約に対応する事業譲渡価額分(Ｂ～Ｄ)の金額を明示し、そ
れぞれの金額の算出根拠を示すこと。」とある一方で、「事業譲渡価額分につい
て、項目別（Ｂ,Ｃ,Ｄ）の内訳の明示は不要である。」とありますが、金額の算出根
拠を明示する際にＢＣＤの内訳も結果として明示する形になってしまうと思いま
す。この文言の意図・趣旨をご教示ください。

内訳そのものが提案価格の点数算定に影響しないとい
う趣旨のものであり、算出根拠を明示する上で、項目別
（B,C,D）の内訳が明示されることは妨げません。
なお、内訳及び算出根拠の記載に関しては、公募要領３
(5)「譲渡総価額及び本公募における提案価格」の記載
をご参照ください。

17
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

県有財産譲渡契約に対応する県有財産譲渡価額分(Ａ)の土地及び土地以外、
事業譲渡契約に対応する事業譲渡価額分(Ｂ～Ｄ)の算出根拠を示すこととなる
が、算出のための基礎情報は公募資料と守秘義務対象資料のみでしょうか。（そ

ご認識のとおりです。なお、質問回答や競争的対話の進
捗に伴う追加の守秘義務資料開示は必要に応じて実施
します。

18
公募要領

5
３(5) 譲渡総価額及
び本公募における提
案価格

県有財産譲渡契約に対応する県有財産譲渡価額分(Ａ)の土地及び土地以外、
事業譲渡契約に対応する事業譲渡価額分(Ｂ～Ｄ)の算出根拠を示すこととなる
が、算出のための基礎情報が、公募資料と守秘義務対象資料以外の詳細資料

質問№17の回答をご参照ください。

19

公募要領

6

３(7) 県有財産譲渡
予定日及び事業譲渡
予定日

現状有姿での引き渡しとあるが、社会通念上補修が必要な修繕箇所に対し、修
繕を依頼することは可能でしょうか。

現状有姿の引き渡しとなるため、修繕の依頼はできませ
ん。

20

公募要領

6

３(7) 県有財産譲渡
予定日及び事業譲渡
予定日

各資産について譲渡以降に破損があった場合の機能保証期間は設定されてい
るか

譲渡以降に破損があった場合の機能保証期間は設定し
ません。

21

公募要領

11

１１　競争的対話 今後の事業ビジョンの解像度を上げるため、各種デューディリジェンスを行うこ
とは可能でしょうか。

優先交渉権者の決定過程において、県及び㈱夢舞台と
して、個別現地見学会及び競争的対話の実施以外の対
応を行うことは想定していません。

22
公募要領

11
１１　競争的対話 今後の事業ビジョンの解像度を上げるため、各種デューディリジェンスを行うこ

とが可能な場合、その時期はいつでしょうか。
質問№２１の回答をご参照ください。

23
公募要領

11
１１　競争的対話 競争的対話の際に各種専門家を交えて質問、回答を得ることは可能か。 競争的対話の参加者は、参加資格審査を通過した応募

者に限定します。

24
公募要領

11
競争的対話 競争的対話は希望する参加者ごとに個別で行われる理解でしょうか。ご教示下

さい。
参加を希望する応募者の単位で行います。

25

公募要領

13

14 応募の辞退 提出書類提出後に応募を辞退する場合、又は優先交渉権者選定後に契約締結
に至らない場合に、応募者に対するペナルティその他の不利益取扱い（違約金、
保証金の没収、次回以降の公募参加制限、指名停止その他これに類する措置を
含む。）があれば、その有無及び内容をご教示ください。（提案審査段階、優先交
渉権者選定後、契約締結後で取扱いが異なる場合は、それぞれご教示くださ
い。）

提案審査段階及び優先交渉権者選定後から契約締結
までの間の辞退についての本公募におけるペナルティ
はありません。契約締結後については、県有財産譲渡
仮契約書（案）及び事業譲渡契約書（案）をご参照くださ
い。

26

公募要領

13

15 応募の無効 「(8) 提案価格が本案件の想定価格を下回る場合」とありますが、どのような基
準で想定価格を設定されているか、根拠となる考え方や大凡の目線があればお
示しいただけますでしょうか。

想定価格及びその算定方法については非公表としてい
ます。
合わせて、質問№9の回答をご参照ください。

27

公募要領

13

16 契約条件 「(3) 事業運営に関する事項」の「エ」において「被雇用者本人の希望に沿う条
件で雇用するよう努めること。」とありますが、ホテルを改修するために一定期間
の休館が必要と判断する場合、当該休館期間に弊社の他の事業所での就労を
お願いしたものの受け入れていただけない場合は、雇用継続ができないことに
なるが、この場合はやむ得ない事情として考慮いただけますでしょうか。

譲渡後も引き続き就労を希望する者の継続雇用は必須
としていますが、継続雇用の際の被雇用者本人の希望
に沿う条件での雇用は必須ではなく努力義務としてい
ます。雇用については優先交渉権者選定後個別具体の
事情に応じて判断となる事象が多いことにも鑑み、ご記
載いただいたような外形的事実だけを以て即座に提案
の不履行や契約違反等とみなされるとは限りません。

28

公募要領

14

16 契約条件
(1) 県有財産譲渡契
約及び事業譲渡契約
における共通事項　エ

(ｴ) 政治的用途・宗教的用途で使用してはいけないとあるが、既存教会での宗
教的イベントやダイバーシティの上の施設（祈禱室など）は対象外との認識でよ
ろしいでしょうか。

社会通念上、適当と認められる用途での使用は可能で
す。



29

公募要領

14

16 契約条件
(2)県有財産に関する
事項　ア

提案時に提示した用途が、提案時の想定とは異なる施設あるいは部屋等で実装
されることは問題ないでしょうか。

譲渡後５年間は、原則として提案時に提示された内容
での利用を求めます。ただし、県と契約事業者が協議の
上で県の承認を得た場合はこの限りではありません。

30

公募要領

14

16 契約条件
(2)県有財産に関する
事項　ア

ホテル関連施設において、ホテル事業を主な用途としながら、ホテル事業以外の
用途を副次的な機能として提案することは問題ないでしょうか。

副次的な機能であれば問題ありません。

31

公募要領

14

16 契約条件
(2)県有財産に関する
事項　ア

ホテル関連施設において、ホテル事業以外の用途を副次的な機能として認めな
い場合（ホテル事業のみに用途制限される場合）、その意図をご教示ください。

質問№30の回答をご参照ください。

32

公募要領

14

16 契約条件
(2)県有財産に関する
事項　ア

5年間は用途変更を行ってはいけないと記載があるが、5年間という期間の根拠
をご教示ください。

「淡路夢舞台　創造的再生の基本方針」の考え方を踏ま
え、少なくとも５年間は用途変更を行わずに運営してい
ただくことを条件としています。

33

公募要領

14

16 契約条件
(2) 事業運営に関す
る事項　ウエオ

別表第六記載のバス関連施設、日仏友好のモニュメント展示台、航空機騒音測
定器について、現時点での取決め又は取扱いはどのような内容になりますでしょ
うか。

公募要領16(2)「県有財産に関する事項」ウ、エ、オに
記載の通りです。

34

公募要領

14

16 契約条件
(2)県有財産に関する
事項　カ

占有物以外の埋設物等が判明した場合、県は一切の責任は負わない。とありま
すが、現状把握している市が所有している埋設物一式の開示は可能でしょうか。

市が所有している埋蔵物一式については把握していま
せん。

35
公募要領

14
16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　ア

譲渡対象当社資産の一部である大磯寮について、応募検討の前提条件を確認
したく、以下ご教示ください。
① 所在地、敷地・建物の概要、戸数又は居室数等の基本情報

①については、守秘義務対象資料「1.3.6.04_大磯寮
概要」として追加開示します。
②及び④については、提案内容に基づき、契約事業者

36

公募要領

14

16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　ア

大磯寮について用途変更の承認について「県又は当社」という表現においては
片方の合意のみ取れば問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

37

公募要領

15

事業運営に関する事
項

「【別紙1】株式会社夢舞台が実施している地域振興事業について」については、
引き続き株式会社夢舞台が実施するという認識でよろしいでしょうか。または、
事業者側主体による実施を期待する事項という位置づけとなりますでしょうか。

前段については、株式会社夢舞台が実施することは想
定していません。
後段については、質問№52の回答をご参照ください。

38
公募要領

15
16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　エ

継続雇用について、現在の雇用者数、想定される継続者数、雇用条件等はいつ
情報提供いただけますでしょうか。

質問№7及び№8の回答をご参照ください。

39

公募要領

15

16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　エ

「譲渡対象事業以外の業務に従事する者及び採用内定者」については夢舞台以
外の配置となっても問題ないでしょうか。

質問№27の回答をご参照ください。

40

公募要領

15

16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　オ

雇用承継後の株式会社夢舞台への業務協力について、無償での労働提供とな
るのか、それとも費用負担は（株）夢舞台になるのかご教示ください。

無償での労働提供が前提ではありませんが、具体的な
費用負担については、優先交渉権者決定後の協議を想
定しています。

41

公募要領

15

16 契約条件
(3) 事業運営に関す
る事項　オ

雇用承継後の株式会社夢舞台への業務協力について、協力業務への従事に当
たって時間的制限を設けることなどは想定されていますでしょうか。

質問№40の回答をご参照ください。

42
公募要領

15
16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

「ホテル事業について、譲渡日以前に発生した既存予約への対応を行うこと」と
あるが現時点で、いつまで、何件の予約が入っているか開示可能か。

守秘義務対象資料「2.1.1.2.17_ホテル予約状況_26０
５０７時点_27年度～29年度」として追加開示します。

43
公募要領

15
16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

「ホテル事業について、譲渡日以前に発生した既存予約への対応を行うこと」と
あるが現時点での予約情報を開示いただける場合、月次ごとの開示は可能で
しょうか。

質問№42の回答をご参照ください。

44

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

「ホテル事業について、譲渡日以前に発生した既存予約への対応を行うこと」と
あるが、現時点で新規受付は終了しているのでしょうか。

現時点でホテル事業の新規予約受付は終了していませ
ん。



45

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

譲渡日以前に発生した既存予約への対応義務について、宿泊以外の宴会、婚
礼、会議、レストラン予約等のどこまでが対象となるのか、ご教示ください。

譲渡実行日までに発生した全てのホテル事業関連の予
約について、対応義務の対象となります。

46

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

ホテル事業について今後譲渡にあたり予約を閉じるなど現行営業活動の縮小の
計画はあるか。

ホテル事業について、現行営業活動の縮小の計画はあ
りません。なお、具体的な引継ぎの手法や条件について
は優先交渉権者との協議によって定めることを想定しま
す。

47

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

ホテル事業の譲渡前において、2027年4月以降の予約内容についてはどのよ
うに決定されるか。

質問№４4～46の回答をご参照ください。

48

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

公募要領及び事業譲渡契約書（案）において、譲渡日以前に発生した既存予約
への対応義務は『ホテル事業』について規定されていますが、当該既存予約には
国際会議場に係る会議、宴会その他の利用予約も含まれるとの理解でよいで
しょうか。

現時点で令和9年4月以降の国際会議場の会議利用及
び当該会議利用に付随する宴会利用等の予約は受け
付けていません。

49

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 カ

既存予約のうち、譲渡後の運営上、原価上昇等により不採算となる案件が存在
する場合、その負担や調整の考え方をご教示ください。

株式会社夢舞台による負担は想定していませんが、提
案時の当該負担や調整の考え方については、応募者に
おいて適切に判断してください。
なお、具体的な引継ぎの手法や条件については優先交
渉権者との協議によって定めることを想定します。

50
公募要領

15
16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 キ

定期駐車券による利用を引き続き認めることとありますが、無期限となるので
しょうか。

現在運用中の定期駐車券に期限は設けていません。
譲渡後に利用期限を設定する場合は、新事業者と駐車
券利用者において協議を行ってください。

51

公募要領

15

16 契約条件
(３)事業運営に関する
事項 ク

インフラ周りについて敷地分割からくる共用部の電気/水道などの算出に必要な
機器（子メーターなど）は県負担での設置の認識で良いでしょうか。

県運営部分の指定管理施設に関する機器（子メーター
等）に関して、最低限の機能を有する機器を設置する費
用について、県負担を予定しています。
詳細については契約事業者及び県が公募する予定の
県運営部分の指定管理者が決定したのち、県も含めた
３者で諸協議を行い定める予定としています。

52

公募要領

15

事業運営に関する事
項

貴県は、ホテル等事業譲渡を受けた民間事業者に対し、指定管理施設（公共部
分）の運営者も参画する「運営協議会（仮称）」を通じた淡路夢舞台全体の一体
的な運営への貢献を求めていらっしゃいます。(参照：
11yume_koubo_youryou.pdf 15ページ)
この運営協議会以外に、ホテル等事業と指定管理施設（公共部分）との間で、貴
県が想定されている具体的な連携方策がございましたら、お聞かせください。
「【別紙1】株式会社夢舞台が実施している地域振興事業について」は、その対象
となりますでしょうか。

「協議体」以外の具体的な連携方策については、応募者
の提案に委ねます。
また、「株式会社夢舞台が実施している地域振興事業」
は参考としてお示しているものであり、連携方策につい
ては事業者の創意工夫にもとづく積極的な提案を求め
ます。
合わせて、提案様式１‐(2)「地域貢献・SDGs」の記載
をご参照ください。



53

公募要領

15

事業運営に関する事
項

淡路夢舞台全体の価値を最大化し、一体的なブランドを構築していく上で、ホテ
ル等事業と指定管理施設（公共部分）との連携は不可欠であると考えておりま
す。この連携において、指定管理施設側でどのような柔軟な対応が可能でしょう
か。また、一体的なブランド構築や連携を推進する上で、指定管理施設側で考慮
すべき、あるいは法制度上等の制限となる事項がございましたら、具体的にご教
示ください。

指定管理者施設側での具体的な対応については、「協
議体」において議論・検討する想定です。また、質問№
52の回答の前段もご参照ください。
指定管理施設側で考慮すべき、あるいは法制度上等の
制限となる事項については、温室等の施設は令和9年
度以降、都市公園として位置付け、管理運営を行う予
定であることから、都市公園に位置づけ後は都市公園
法並びに兵庫県が定める関係条例・規則等に基づく制
限を受けることになります。
詳細は県が別途公募する予定する指定管理の公募条
件をご参照ください。
なお、譲渡対象以外の夢舞台関連施設に関する提案の
有無や提案内容については、譲渡対象施設ではないた
め、直接的な提案を求めるものではありません。
ただし、公募要領16(3)「事業運営に関する事項」ケや
提案様式1-(3)「実施体制」に記載の、淡路夢舞台の一
体的運用を目的として設置される協議体に関する記載
を踏まえ、どのような連携が可能かなど、応募者で検
討・判断してください。

54

公募要領

15

事業運営に関する事
項

淡路夢舞台全体の価値を最大化し、一体的なブランドを構築していく上で、ホテ
ル等事業と指定管理施設（公共部分）との連携は不可欠であると考えておりま
す。指定管理施設（公共部分）に関する改修や事業方針、公募の考え方等、現在
の想定で構いませんので、ご教示いただけますでしょうか。

指定管理施設（公共部分）に関する改修について、現時
点において県として新たな改修工事を実施する計画は
ありません。
令和９年度以降の公の施設・指定管理に関する事業方
針や公募の考え方については、「淡路夢舞台　創造的再
生の基本方針」の「淡路夢舞台の未来ビジョン」を基本
としています。
合わせて、質問№53に回答もご参照ください。

55
公募要領

15
事業運営に関する事
項

指定管理施設（公共部分）については、株式会社夢舞台様が指定管理者として
運営を継続する可能性もあるという認識でよろしいでしょうか。

指定管理施設（公共部分）の指定管理者については、県
が別途公募を実施する予定です。

56

公募要領

15

16 契約条件
(3)事業運営に関する
事項　ケ

協議体の座長は県の担当者が担う想定とされているが、運営実態を踏まえた体
制を協議することは可能でしょうか。

運営実態を踏まえた体制について協議することは可能
です。

57

公募要領

15

16 契約条件
(3)事業運営に関する
事項　ケ

協議体について、どの程度強制力があるのでしょうか。 契約事業者の提案に基づき、県及び株式会社夢舞台と
契約事業者の間で合意された協議体への関与方針に
従うことになります。

58

公募要領

15

16 契約条件
(3)事業運営に関する
事項　ケ

協議体の期間は5年間で間違いないでしょうか。 淡路夢舞台の一体的運用を目的として設置される協議
体であり、設置期限を設ける想定はありません。

59

公募要領

15

16 契約条件
（4）契約不適合責任

譲渡までに相応の期間がある中で、仮に天変地異や突発的事象により、事業継
続に重大な影響を及ぼすレベルの損傷等が生じた場合、県・株式会社夢舞台と
しては、応募者・優先交渉権者との間でどのような情報共有や協議を想定されて
いるでしょうか。

応募者の提案内容や優先交渉権者あるいは契約事業
者との契約内容等に大きな影響を及ぼすような変更が
生じた場合は、必要に応じて、情報提供等を行う想定で
す。なお、発生する事象に応じて応募者・優先交渉権者
に対して協議を求めることとします。
合わせて、県有財産譲渡仮契約書（案）第15条及び事
業譲渡契約書（案）第17条についてご留意ください。

60
公募要領

15
16 契約条件
（4）契約不適合責任

譲渡対象県有財産及び譲渡対象当社資産の種類、品質若しくは数量又はこれ
らに関する権利の内容など現在所有する総資産の開示は可能でしょうか。

質問№1及び№4の回答をご参照ください。



61

公募要領

15

16 契約条件
（4）契約不適合責任

譲渡対象県有財産及び譲渡対象当社資産の種類、品質若しくは数量又はこれ
らに関する権利の内容など現在所有する総資産の変更があった場合、その内容
は通知されますでしょうか。

質問№59の回答をご参照ください。

62
公募要領

15
16 契約条件
（4）契約不適合責任

現在、ホテル・展望テラスに出店されているテナントの今後の契約はどのような
形になるでしょうか。

現在出店しているテナントの賃貸契約は譲渡対象当社
譲渡対象当社契約に含まれます。
譲渡対象当社契約の譲渡後の取扱いは、契約事業者と

63

公募要領

16

16 契約条件
(5) 契約条件違反に
係る違約金等
ア　県有財産譲渡契
約における土地・建物
の買戻し

原状回復についての「原状」とはどの時点を指すのでしょうか。 譲渡実行時点を指します。

64

公募要領

16

16 契約条件
(5) 契約条件違反に
係る違約金等
イ　県有財産譲渡契
約並びに事業譲渡契
約における契約解除

契約を解除できると記載があるが、「目的を達成できない重要な条項」の詳細を
教えていただけますでしょうか。

軽微な違反の場合には必ずしも解除に繋がらない趣旨
の記載であり、契約内に定める各種条項について重要
と考えられる違反があった場合には解除になり得るもの
とご理解ください。

65

公募要領

18

17 契約事業者の決
定方法及び契約にお
ける支払方法
(1) 譲渡対象県有財
産の譲渡

仮契約後、兵庫県議会にて否決、もしくは(株)夢舞台株主総会にて否決され契
約が解除された場合、その後の流れをご教示ください。

県有財産譲渡仮契約書（案）第1９条及び事業譲渡契約
書（案）第20条をご参照ください。

66

公募要領

18

18 その他留意事項
（1）

ONHMの技術援助契約を引き継ぐ場合は提案前に応募者がONHMと直接協
議が必要だが、引き継がない場合はONHMとの直接協議は発生しないという
理解で間違いないでしょうか。

ご認識のとおりです。

67
公募要領

18
18 その他留意事項
（1）

ONHMの技術援助契約を引き継がず、違約金が発生する場合は優先交渉権
者が費用負担するのでしょうか。

優先交渉権者が当該契約に係る違約金を負担すること
は想定していません。

68
公募要領

18
18 その他留意事項
（1）

ONHMの技術援助契約を引き継がず、その違約金を優先交渉権者が費用負
担する場合、金額をご教示ください。

質問№６７の回答をご参照ください。

69

公募要領

18

18 その他留意事項
（1）

必要に応じて、ONHMとの事前協議・同意取得が必要とあるが、「事前」とはい
つの時点を基準として事前となるのでしょうか。（提案資料の提出前までに行え
ばよいのでしょうか）

公募要領18「その他留意事項」（１）に記載の通り、現行
ホテルブランドの使用を前提とした事業計画を提案する
場合は、当該事業計画についてONHMの事前同意を
取得してください。また、具体的な同意取得のタイミング
はONHMと事業者の間で調整してください。
現行ホテルブランドの使用を前提としない応募者につい
ては、提案書類提出前にONHMの同意を応募者自身
が取得する必要はありません。

70

公募要領

18

18 その他留意事項
（1）

現行ホテルブランドの使用を前提としない事業計画を提案しない場合、かつ
ONHMの解約同意が取れない場合、提出事業計画通りの運営が不可能となる
が、その場合の取り扱いについてご教示ください。

優先交渉権者あるいは契約事業者の提案に基づく運営
ができるように、県及び株式会社夢舞台において必要
な対応を行う予定です。

71

公募要領

18

18 その他留意事項 現行ホテルブランドの使用を前提としない事業計画を提案するためにオークラ
ニッコーホテルマネジメント様との本件技術援助契約の解約をしたい場合に、当
該同意の取得ができずに本件技術援助契約が2036年3月まで継続されてしま
うことは防ぎたいが、現時点でそのような懸念はないという理解で良いでしょう
か。また当該同意の取得については貴県にもご協力いただけますでしょうか。

質問№70の回答をご参照ください。



72

公募要領

18

18 その他留意事項
（1）

現状のONHMとの契約内容を開示は可能でしょうか。 当該契約内容の開示は行いません。
なお、公募要領18「その他留意事項」（１）に記載のとお
り、現行ホテルブランドの使用を前提とした事業計画を
提案する場合には、ＯＮＨＭの同意が必要となりますの
で、同社と直接調整してください。

73

公募要領

18

株式会社オークラニッ
コーホテルマネジメン
ト（ONHM）との技術
援助契約に関する情
報開示について

公募要領18(1)（11yume_koubo_youryou.pdf 18-19ページ）において、株
式会社オークラニッコーホテルマネジメント（ONHM）との技術援助契約および
その承継・変更・解約に関する記載がございます。
つきましては、当該技術援助契約の内容について、詳細な開示をお願いいたし
ます。

質問№72の回答をご参照ください。

74

公募要領

22

別表第一、別表第ニ
建物、他固定資産

譲渡対象の固定資産類について、耐用年数(償却期間）、減損判定基準などは、
民間で採用されている会計ルールがこれまで適用されてきましたでしょうか。

県有資産については、次のとおりです。
・地域整備事業会計が保有するホテル施設と駐車場及
び展望テラスレストランショップの一部については、地方
公営企業法、同法施行令及び同法施行規則に基づく会
計処理を行っており、概ね民間企業の処理に準じた複
式簿記を採用しています。
・一般会計が保有する駐車場及び展望テラスレストラン
ショップの一部と国際会議場については、民間で採用さ
れている会計処理は適用していません。
株式会社夢舞台保有資産については、民間で採用され
ている会計処理を適用しています。

75

公募要領
22

別表第二　当社保有
の譲渡対象当社資産
(固定資産)

リース契約の詳細は開示は可能でしょうか。 優先交渉権者決定後に開示する予定です。

76
公募要領

-
- 水利組合との契約/条件はありますでしょうか。 水利組合との契約等はありません。

77

公募要領

-

- 地元住民への周知や理解促進は県が行う予定でしょうか。 本公募の実施に係る住民対応等は県及び㈱株式会社
夢舞台が責任を負います。
譲渡日以降の譲渡資産及び譲渡事業の運営に関する
地元住民への周知や理解促進は、契約事業者の責任
で実施してください。
合わせて、県有財産譲渡仮契約書（案）第20条第３項
及び第２１条並びに事業譲渡契約書（案）第2１条第３項
及び第22条についてもご確認ください。

78

【別紙1】株式会社夢舞
台が実施している地域
振興事業について

1

当社が実施している
地域振興事業につい
て

当該事業の運営方法や頻度について、協議の上で創造的再生の観点の元、変
更を加えることは可能でしょうか。

質問№52の回答をご参照ください。
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【別紙1】株式会社夢舞
台が実施している地域
振興事業について

1
当社が実施している
地域振興事業につい

て

当該事業の、各事業ごとの収支内容の開示は可能でしょうか。 守秘義務対象資料「1.3.2.09_ボランティアグループ
“夢舞台21”活動にかかる経費一覧【３か年】」、
「1.3.2.10_こころづくり絵画コンクール 収支報告【３か

80

【別紙1】株式会社夢舞
台が実施している地域
振興事業について

1

当社が実施している
地域振興事業につい
て

当該事業の運営方法や頻度について、協議の上で創造的再生の観点の元、変
更を加える場合、それらの変更が提案の評価へ影響することはありますでしょう
か。

「当社が実施している地域振興事業」の枠組みとしての
継続有無・継続内容に関する評価への影響について
は、「提案様式１‐(2)地域貢献・SDGs」をご参照くださ
い。
また、地域振興や淡路夢舞台の創造的再生の観点で、
事業者側で新たに取組を行う場合には、評価の対象と
なります。
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【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方

1
１.敷地分割及び設備
等の管理区分・方法
の課題

大規模な企画提案を検討するにあたり、譲渡対象施設及び夢舞台エリア全体で
共用する電気・水道・ガス等のインフラについて、現時点における供給能力及び
利用余力（受電容量、給水能力、排水処理能力、ガス供給能力等）をご教示くだ

現時点における供給能力については、開示済みの守秘
義務対象資料（各種図面類等）をご確認ください。
電気、上水、中水の利用量（１年分）については、守秘義

82
【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方

1
１.敷地分割及び設備
等の管理区分・方法
の課題

大規模な企画提案を検討するにあたり、譲渡対象施設及び夢舞台エリア全体で
共用する電気・水道・ガス等のインフラについて、図面、系統図、設備台帳その他
の基礎資料があれば、守秘義務対象資料として開示いただけますでしょうか。

開示済みの守秘義務対象資料（各種図面類等）をご確
認ください。
なお、一部紙で保管している外構図等の開示について

83
【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方

1
１.敷地分割及び設備
等の管理区分・方法
の課題

提案内容の具体化及び事業計画の精度向上のため、施設全体の図面資料一式
（配置図、各階平面図、断面図、設備図、外構図、系統図等）について、守秘義務
対象資料としてPDFデータ、（存在する場合CADデータも）を開示いただけます

開示済みの守秘義務対象資料（各種図面類等）をご確
認ください。存在するCADデータについては、作成時
点不明かつ一部のデータ（Jw_cad）となりますが、資料
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【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方 2

２．基本的な考え方
④修繕及び更新につ
いて

電気、ガス、水道等の夢舞台エリア全体での共有設備については、管理体制・費
用負担等を管理協定において定めるとされていますが、当該管理協定の締結時
期、締結当事者及び協議開始時期をご教示ください。

令和８年度内の締結に向けて調整を行う予定です。締
結当事者は、契約事業者及び県（指定管理者）を想定し
ていますが、協議開始時期については現時点では未定
です。

85

【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方 2

２．基本的な考え方
④修繕及び更新につ
いて

電気、ガス、水道等の夢舞台エリア全体での共有設備については、管理体制・費
用負担等を管理協定において定めるとされていますが、共通設備の保守点検等
維持管理費に加え、電気等設備の修繕及び更新費用についても、具体的な費
用負担の内容、方法及び判断基準を当該管理協定において定めるとの理解で
よいか、併せてご教示ください。

ご認識のとおりです。
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【別紙2】敷地分割に伴
う管理区分及び管理方
法に係る考え方

2

２．基本的な考え方
④修繕及び更新につ
いて

電気、ガス、水道等のインフラに対して、現在契約している供給会社を別の供給
会社に変更することは可能か。

当該現行契約の取扱いについては、契約事業者の判断
になります。なお、契約の承継及び解約等に伴う手続き
や費用負担は契約事業者の責任において実施すること
となります。また、公募要領３(2)「譲渡対象当社資産」
及び【別紙２】「敷地分割に伴う管理区分及び管理方法
に係る考え方」について、ご留意ください。
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1.1.01 インフォメーショ
ンパッケージ_260318

全
頁

県資料 淡路夢舞台インフォメーションパッケージ_260318の英語版はありますでしょう
か？

英語版は用意しておりません。

88
2.1.1.1.01_令和6年度
_経営状況_墨消し済み 1

令和6年度　㈱夢舞台
月次経営状況

平成30年度～令和6年度までの資料をいただいておりますが、令和7（2025）
年度の経営状況の資料を追ってお送りいただくことは可能でしょうか。

資料が手配でき次第（令和８年６月末を想定）、守秘義
務対象資料として追加開示します。

89

2.1.2.3.01_【平準化】
ホテル修繕計画(企業
庁）_250903.xlsx

1

グランドニッコー淡路
修繕計画(構造・設
備)

こちらの資料と同様に、国際会議場についても将来の修繕計画が記載された資
料があればご共有いただければ幸いです。

該当資料はありません。

90
守秘義務対象資料 土地はこれから分筆していく予定の理解ですが、境界は県側で確定させる予定

でしょうか。
譲渡対象県有資産の土地（夢舞台１番地及び２番地）は
今後分筆する予定はありません。また、当該土地境界は
確定済みです。守秘義務対象資料1.2.2.03～06をご

91
守秘義務対象資料 1.2.5.01_敷地分割に伴う法的整理報告書の中で分割に伴う課題点などが抽出

されているようですが、各課題点を整理する段階には至っていないように読めま
す。今後、どのようなプロセスで、敷地分割の法的整理の内容を詰めていくこと

公募要領【別紙2】「敷地分割に伴う管理区分及び管理
方法に係る考え方」を基本に、優先交渉権者との協議に
よって、対応方針等を決定する想定です。

92
守秘義務対象資料 【参考】淡路夢舞台創造的再生の基本方針（本編）のP23に譲渡対象資産が”ホ

テル、展望テラス、地下駐車場および関連敷地”と記載がございますが、”
2.1.3.01_固定資産台帳_企業庁分_R6.3時点”の資産リストが各項目のいずれ

明確なカテゴライズをお示しできる資料はありません。

93
守秘義務対象資料 ”2.1.3.01_固定資産台帳_企業庁分_R6.3時点”の中には上記、譲渡対象資産

のみが掲載されているという理解でよろしいでしょうか。
ホテル資産についてはご認識のとおりです。
駐車場及び展望テラスレストランショップについては、一
部が掲載されています。また、質問№１の回答について

94
守秘義務対象資料 2.1.2.3.01_【平準化】ホテル修繕計画(企業庁）_250903).について、実績と予

定を分類していただけますでしょうか。2026年に計上されている項目までは全
て実施済みもしくは2026年に実施予定でしょうか。

守秘義務対象資料「2.1.2.3.02_ホテル修繕計画（企業
庁）260511_2017～2032」として追加開示します。
なお、2025年度までに計上されている項目は実績とな

95
守秘義務対象資料 国際会議場について、2.1.2.3.01_【平準化】ホテル修繕計画(企業庁）

_250903).と同様の資料を開示いただけますでしょうか。
質問№89の回答をご参照ください。

96
守秘義務対象資料 1.2.4.02_【②ホテル／展望テラス／駐車場】淡路夢舞台ER_260206_墨消し

済みによると、昇降機の検査済証がないとの記載がありますが、台帳記載事項
証明書の取得もできないでしょうか？取得依頼をされた上で、検査済証が発行

台帳記載事項証明書の取得手続きは行っていません
が、当該証明書の取得は可能です。

97
守秘義務対象資料 構造計算書の有無をご教示下さい。ある場合にはご開示お願いいたします。 構造計算書は紙で保管しており、開示については、参加

資格審査を通過かつ閲覧を希望する者に対して、閲覧
日時を指定し上で、ホテル現地での閲覧により対応する

98
守秘義務対象資料 検査済証の有無をご教示下さい。ある場合にはご開示お願いいたします。 守秘義務対象資料「1.2.4.06_検査済証コピー」として

追加開示します。
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守秘義務対象資料 最新の法定点検の結果をご開示下さい。 開示については、参加資格審査を通過かつ閲覧を希望

する者に対して、閲覧日時を指定し上で、ホテル現地で
の閲覧により対応する予定です。

100
守秘義務対象資料 対象建物について、耐震診断に関するレポートがあればお送りいただけますで

しょうか。
該当する資料はありません。

101
守秘義務対象資料 ホテルにつきまして、ルームタイプ別の稼働率、ADR、DORが分かる資料をご

教示下さい。
稼働率及びADRについては、守秘義務対象資料
「2.1.1.2.18_ルームタイプ別_稼働率_ADR」として追加
開示します。

102
守秘義務対象資料 ホテル運営のPLにつきまして、"令和5年度_経営状況_墨消し済み.pdf"では月

別のPLを頂いておりますが、そのほかの年度につきましても月別でご開示下さ
い。

守秘義務対象資料「2.1.1.1.13_令和4年度_経営状況
・月次 墨消し済み」及び「2.1.1.1.14_令和６年度_経営
状況・月次 墨消し済み」として追加開示します。

103
守秘義務対象資料 各レストランの席数、及び朝食、昼食、夕食の売り上げ及びコストの内訳がござ

いましたらご教示下さい。また利用者のうち宿泊者の割合を各レストラン、食事
時間帯別にご教示下さい。

レストランの時間帯別売上については、守秘義務対象
資料「2.1.1.4.08_レストラン時間帯別売上」として追加
開示します。

104
守秘義務対象資料 宴会、婚礼部門の売り上げと件数についてご開示頂いておりますが、利用者数

についてもご開示下さい。
守秘義務対象資料「2.1.1.3.03_年度別利用人数_宴会
_婚礼」として追加開示します。

105
守秘義務対象資料 2.1.1.5.01_ホテル、その他売上の内訳推移等_251231.xlsxに記載されてい

るその他は何をさしておりますでしょうか。ご教示下さい。
「宿泊パッケージ」に組み込まれている施設の入場料等
です。

106
守秘義務対象資料 ホテルのスパ利用者、ショップ利用者のうち、宿泊者の割合をご教示下さい。 スパ利用者については、守秘義務対象資料

「2.1.1.5.04_スパ利用宿泊者の割合・平均単価」
「2.1.1.5.05_ショップ利用者数・平均単価」として追加

107
守秘義務対象資料 ホテルのスパ、ショップ、その他の平均単価、ショップ及びその他の利用者数、に

ついてご教示下さい。
「ホテルのスパ、ショップ」については、守秘義務対象資
料「2.1.1.5.04_スパ利用宿泊者の割合・平均単価」と
して追加開示します。

108
守秘義務対象資料 保有車両がございましたら一覧ご教示下さい。 守秘義務対象資料「1.3.5.03_車両一覧表」として追加

開示します。

109
守秘義務対象資料 リース資産がございましたら、資産一覧表、リース料、そして残存期間のわかる

ものをご開示下さい。
守秘義務対象資料「1.3.5.02_リース物件一覧表」とし
て追加開示します。

110
守秘義務対象資料 客室、共用部の清掃契約、設備管理契約、駐車場管理契約、リネン契約、各種

保守契約がございましたらご開示下さい。
優先交渉権者決定後に開示する予定です。

111
守秘義務対象資料 ホテルPMS及び各種運営システムの構成についてご教示下さい。 開示済みの守秘義務対象資料2.1.4.01をご確認くださ

い。
なお、2026年度中に更新予定のシステムの概要につ

112
守秘義務対象資料 ホテルの修繕計画、国際会議場の修繕履歴は頂いている理解ですが、各施設ご

との修繕履歴及び計画をすべてご開示下さい。
開示済みの守秘義務対象資料以外に開示できる資料
はありません。
合わせて、質問№89、９４及び９５回答をご参照くださ

113
守秘義務対象資料 展望テラスに現在入居しているテナントの契約書をご開示下さい。また、変動賃

料のテナントに関しましては過去の収入実績を月別でご開示下さい。
前段については、開示済みの守秘義務対象資料1.3．
4．1.01～17をご確認ください。
後段については、守秘義務対象資料「2.1.1.10_展望テ

114
守秘義務対象資料 ホテル棟、レストラン、その他施設で営業をしていない施設があれば営業してい

ない場所・期間をご教示ください
ホテル１階の衣装室について、2025年４月から営業（使
用）していません。
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提案要領

3

２ 記載すべき内容、
審査項目及び全体的
な審査のポイント

「淡路夢舞台 創造的再生の基本方針」の「⑤県と事業者の役割分担」において、
民間事業者の役割として「エリア戦略を踏まえたブランド開発」「体験型コンテン
ツ等、地域資源との連携」「公的施策、プロモーション等との連携」が挙げられて
います。(参照：yume_final_report.pdf 30ページ)
これらの項目について、貴県が期待する具体的な提案事例について、差し支え
ない範囲でご教示いただけますでしょうか。

具体的な提案事例は示しません。応募者が適切と判断
する計画・内容等を提案してください。
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提案要領

3

２ 記載すべき内容、
審査項目及び全体的
な審査のポイント

「淡路夢舞台 創造的再生の基本方針」の「⑤県と事業者の役割分担」において、
民間事業者の役割として「エリア戦略を踏まえたブランド開発」「体験型コンテン
ツ等、地域資源との連携」「公的施策、プロモーション等との連携」が挙げられて
います。(参照：yume_final_report.pdf 30ページ)
これらの項目について、提案内容を評価する際の具体的な基準（該当する評価
項目等）について、差し支えない範囲でご教示いただけますでしょうか。

提案内容の審査にあたりご質問のような具体的基準は
示しません。審査項目や審査のポイント等については、
提案要領等をご参照ください。
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提案要領

4

本公募における本件
県有財産及び本件事
業の概要

譲渡対象以外の部分（植物園など）についての提案は求められていないという
理解で宜しいでしょうか。事業計画及び運営計画ではホテル及び国際会議場に
ついてのみの提案のように見受けられますが、別表第一における夢舞台全体構
想の中にもこれら譲渡対象外の部分（植物園など）についての提案は含まれな
い、という理解で良いでしょうか。

質問回答№5３の回答をご参照ください。
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提案要領

5

別表第一　審査項目
と審査のポイント及び
配点

安定運営・リスク対応の項目において「多大な影響を与える可能性のあるリス
ク」とはどの内容を想定していますでしょうか。

当該リスクについては、応募者で想定のうえ、提案して
ください。

119

提案要領

5

別表第一　審査項目
と審査のポイント及び
配点

安定運営・リスク対応の項目に関連して、既に運用されているリスク対応マニュ
アルなどは開示いただけますでしょうか。

当該資料は開示できません。
また、合わせて、質問№118の回答をご参照ください。
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提案要領

5

別表第一　審査項目
と審査のポイント及び
配点

国際会議場エリアにおける提案で、国際会議以外の用途での使用は可能でしょ
うか。

可能です。
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提案要領

5

別表第一　審査項目
と審査のポイント及び
配点

国際会議場エリアにおける提案で、国際会議場としての用途を考えない場合、
15点の配分は丸々無くなるのでしょうか。

会議場として使用する場合/会議場以外の用途で使用
する場合いずれかの用途で評価します（どちらの場合に
おいても、当該項目の配点は15点となります。）。
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提案要領

１５

事業運営に関する事
項

上記と関連しますが、夢舞台の従業員は原則全員継続雇用との記載がございま
すが、該当従業員のうち、夢舞台にて指定管理を行っている施設の人員も含ん
でいるように読めます。指定管理施設について今回提案対象外になっている
中、こちらのお考えについてお伺いさせてください。

指定管理施設の指定管理者についても公募する方針
である中、譲渡対象施設の社員のみを対象にした場
合、譲渡時点の人事配置によって対象外施設に勤務し
ている社員に不利益が生じる可能性を否定できないた
め、全社員を対象としてます。
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提案要領

１８

その他留意事項 ONHMとの本件技術援助契約を前提としない事業計画を策定予定ですが、
県・夢舞台側にて解約してもらえる前提で良いかご確認ください。また、引渡し
のタイミングで解約ができるか否かについてご教示ください。

質問№７０の回答をご参照ください。
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県有財産譲渡契約書
（案）

2

契約不適合責任に関
するデューデリジェン
ス調査内容の開示に
ついて

県有財産譲渡仮契約書（案）第2条（41yume_keiyaku_01.pdf 2ページ）およ
び事業譲渡契約書（案）第2条第2項（42yume_keiyaku_02.pdf 2ページ）に
おいて、譲渡対象資産は現状有姿での引き渡しとなり、契約不適合責任を負わ
ない旨が記載されていると理解しております。
つきましては、譲渡対象資産に関するデューデリジェンス（DD）調査の内容、特

前段については、ご認識のとおりです。
後段については、開示済みの守秘義務対象資料以外に
該当資料はありません。
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県有財産譲渡契約書
（案）

5

譲渡日以降5年間の
株主構成等変更に関
する認可の想定につ
いて

県有財産譲渡仮契約書（案）第12条第1項第4号（41yume_keiyaku_01.pdf
5ページ）および事業譲渡契約書（案）第14条第1項第3号
（42yume_keiyaku_02.pdf 6ページ）において、譲渡日以降5年間における
第三者との合併、会社分割、株主構成等の重要な変更を行う場合、あらかじめ
甲（県または株式会社夢舞台）に通知することと記載されております。
通知を行った上で、甲から認可が下りないケースとして、具体的にどのような状
況が想定されるか、また、その判断基準についてご教示いただけますでしょう
か。

契約事業者の体制や構成について重要な変更を行う場
合に、県または株式会社夢舞台に通知を求める趣旨で
あり、当該通知に対する県または株式会社夢舞台の承
諾を想定していません。


